
◆ 低公害車導入助成
低公害車の導入促進のため、国土交通省、三重県、全日本トラック協会及び三重県トラック協会において助成金制度

を設けています。

低公害車とは･･･ 天然ガス自動車、ハイブリッド自動車で下記の①～③が対象となります。

① CNGﾄﾗｯｸの購入又はＬＥＶＯﾘｰｽの場合は、通常車両との価格差

② ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾄﾗｯｸからCNGﾄﾗｯｸへ改造する場合においては、改造費の一部

③ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾄﾗｯｸの購入又はﾘｰｽの場合は、通常車両との価格差

【国交省の助成】

【助成対象】R4.4.1～R5.3.31までに新車新規登録する事業用低公害車（割賦・手形・転貸不可）

※ただし、以下の車両は国の補助対象外となります。

〈ハイブリッドトラック〉２ｔクラス（最大積載量２トンかつ車両総重量４トン以下の車両）

〈ＣＮＧトラック〉 ４ｔクラス（最大積載量５トンかつ車両総重量８トン以上の改造車）

【申請要件】 対象期間中に３台以上導入してください。ただしリースは１台から可能です。(リース会社が３台以上導入の場合）

ただし、 ①～④のいずれかに適合していることを条件に1台でも申請可となります。

①グリーン経営認証登録済み事業者

②Gマーク認定済み事業者

③ISO9001/14001認証事業者

④経年車を廃車し､新車導入する事業者

申請先 中部運輸局自動車交通部貨物課 TEL：052-952-8037
〒460-8528 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館

手 順 １ ： 交 付 予 定 枠 申 込

申 請書 式 対 象 車 両 受 付 期 間

交付 予 定 枠 令 和 ４ 年 度 に 補 助 金 申 請 を 予 定 し て い る 令 和 4年 9月 1日

の 申込 書 全 て の 車 両 ～ 令 和 4年 9月 16日

手 順 ２ ： 補 助 金 交 付 申 請 （ 車 両 の 登 録日 に よ っ て 申 請方 法 が 異 な り ま す ）

対 象 車 両 申 請 書 式 受 付 期 間

令 和 4年 4月 1日 ～ 令 和 4年 10月 31日 内 定 通 知 受 領 後

の 間 に 車 両 登 録 す る も の
実

～ 令 和 4年 11月 30日
績

実 績 報 告 書

令 和 4年 11月 1日 ～ 令 和 4年 12月 31日
申

内 定 通 知 受 領 後

の 間 に 車 両 登 録 す る も の
請

～ 車 両 登 録 日 か ら 30日 ま で

令 和 4年 11月 1日令 和 5年 1月 1日 ～ 令 和 5年 3月 31日
通 交 付 申 請 書

～ 令 和 4年 11月 30日の 間 に 車 両 登 録 す る も の
常

申
車 両 登 録 日 か ら 30日 又 は 、

請 実 績 報 告 書
令 和 4年 4月 1日 の い ず れ か 早 い 日

「交付申請書」→交付決定→「実績報告書」

となります。

・予算の範囲内で内定されますので、申込台数全てが補助対象とならない場合があります。

・補助額が高くなる場合の車種の変更は不可です。

・登録日が遅くなる場合は､事前にご相談ください。

車両１台ごとに申込書が必要です。（リースの場合であっても申込者は事業者となります。）

経年車･･･新規登録した年月日から令和４年度中に

11年以上経過している車(廃車車両)

廃車車両は､過去1年間以上所有しており廃車車両
と新車車両の所有者名が車検証で一致している必

要があります。

注意



【三ト協／全ト協が行う協調助成】

【 助 成 対 象 】 R4.4.1～ R5.3.10ま で に 中 小 企 業 者 （ 資 本金 3億 円 以 下 ま た は 従 業 員 数 300人 以 下）

が 新 車 新 規 登 録 す る 天 然ガ ス 自 動 車、 ハ イ ブ リ ッ ド 自動 車 、 電 気 自動 車

【 申 請 期 間 】 Ｒ ５ ． ６ ． １ ～ Ｒ ６ ． １ ． ３ １ （ 予 算 枠 に 達 し た 場 合 、 受 付 を 終 了 し ま す ）

原 則 事 前申 請 と な り ま す が、 ４ ～ ６ 月 の登 録 車 両 に 限 り 、「 事 後 申 請 」 が

可 能 で す の で 、 7/29(金)ま で に 申 請 し て く だ さ い 。

実績報告は原則車両登録日から１ヶ月以内に提出してください。

但し、(ﾘｰｽ)の場合は ﾘｰｽ会社より提出してください。助成金はﾘｰｽ会社への支払いとなります。

次に該当する場合は、国交省との協調がなくとも全ト協及び三ﾄ協のみ助成を申請することが可能です。

条件 ①国交省の補助台数要件を満たせない車両(３台要件)

②台数制限等により内定通知がされなかった車両

③交付予定枠の申込が出来なかった車両

④割賦により導入された車両

◆天然ガス自動車（購入・LEVOﾘｰｽ） 助成金額 ﾘｰｽで導入する場合ＬＥＶＯ（環境優良車普及機構）のみが対象です

最大積載量 価格差 国交省 全ﾄ協 三ﾄ協
２tクラス 730,000 243,000 122,000 121,000

４tクラス 2,750,000 916,000 459,000 458,000

２５tクラス 1,000,000

経年車の廃車を伴う新車導入の場合も助成金額は同じとなります

◆天然ガス自動車（使用過程車改造）助成金額

最大積載量 価格差 国交省 全ﾄ協 三ﾄ協

２tクラス 730,000 243,000 100,000 100,000

４tクラス 2,750,000 916,000 100,000 100,000

◆ハイブリッド自動車（購入・ﾘｰｽ）助成金額

最大積載量 価格差 国交省 全ﾄ協 三ﾄ協
２tクラス 770,000 256,000 97,000 96,000

４tクラス 2,680,000 893,000 335,000 335,000

２５tクラス 300,000

経年車の廃車を伴う新車導入の場合も助成金額は同じとなります。

◆電気自動車（購入・ﾘｰｽ）助成金額

最大積載量 価格差 国交省 全ﾄ協 三ﾄ協

２.５tクラス 300,000

助成申請

車両導入

実績報告

【必要書類】①助成申請書

②見積書（購入の場合のみ）

【必要書類】①報告書

②車検証（写）

③領収証（写）

注意

事前
申請

電気自動車が助成対象となりました
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